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　以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。

№

１

２

３

４

５

昭和22年３月29日法律第26号「学校教育法」 学校教育法

平成26年６月９日内閣府令第44号「子ども・子育て支援法施行規則」 支援法施行規則

令和元年11月27日府子本第689号、元文科初第1118号、子発1126第２号通知「特定子ども・子育て支援施設等の指導監査
について」

府子本第689号通知

〔凡例〕

平成26年4月30日内閣府令第39号「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等
の運営に関する基準」

平成24年8月22日法律第65号「子ども・子育て支援法」

関　係　法　令　及　び　通　知　等

平26府令39

支援法

略　　称



評価

1 設置に関する基準 1 (1) 支援法第58条の４ (1) 　設置に関する基準を満たしていない。 Ｃ

(2) 学校教育法第３条 (2)
Ｂ

(3)

(4)

2 運営に関する基準

(1) 1 (1) (1) Ｃ

(2) 1 1 (1) (1) 　契約時に利用料を定めていない。 Ｃ

(2) Ｃ

2 1 (1) (1) Ｃ

3 1 (1) (1) Ｃ

２ (1) Ｃ

教育・保育その他の子
ども・子育て支援の提
供の記録

　特定子ども・子育て支援提供者は、平26府令39第55条第1項の規定に
より支払を受ける額のほか、特定費用の額の支払を施設等利用給付認
定保護者から受けることができる。この場合において、特定子ども・子育て
支援提供者は、あらかじめ、当該支払を求める金銭の使途及び額並びに
理由について書面により明らかにするとともに、施設等利用給付認定保
護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。

項　　目 基本的考え方

　特定子ども・子育て支援施設提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子
ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)は、支援法第58条の４に定める基
準を順守しなければばらない。

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援(同条第1項に規
定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を提供した際は、提供した
日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事
項を記録しなければならない。

利用料及び特定費用
の額の受領

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供した
ときは、施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設
等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)から、その者との間に締結し
た契約により定められた特定子ども・子育て支援の提供の対価(子ども・子
育て支援法施行規則第28条の16に規定する費用(以下「特定費用」とい
う。)に係るものを除く。以下「利用料」という。)の額の支払を受けるものと
する。

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供した
ときは、施設等利用給付認定保護者から、その者との間に締結した契約
により定められた利用料の額から支援法第30条の11第３項の規定により
区市町村から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額の支払
を受けるものとする。

観　　点 関係法令等 評価事項

平26府令39第54条 提供した日及び時間帯、当該特定子ど
も・子育て支援の具体的な内容その他必
要な事項を記録していない。

平26府令39第55条第2
項

平26府令39第55条第1
項

　提供した日及び時間帯、当該特定子
ども・子育て支援の具体的な内容その
他必要な事項を記録しているか。

　特定費用の支払いについて、保護者
に説明し、同意を得ているか。

　特定費用の支払いを保護者から受け
る場合、使途、額、理由を書面で明示
しているか。

　特定費用の支払いについて、同意を得
ていない。

　設置に関する基準を満たしていない。

支援法第施行規則第１
条、第１条の２、第１条の
３、第１条の４

児童福祉法施行規則第
36条の35第１項

　設置に関する基準を一部満たしていな
い。

　施設等利用給付認定保護者から、契
約で定めた利用料の支払いを受けてい
るか。

　特定費用に係るものを除く利用料の額
が、契約時の取り決めと異なる。

　特定費用の支払いを保護者から受ける
場合、使途、額、理由を書面で明示して
いない。

平26府令39第55条第１
項、第57条

　保護者から、利用料の額から、市区町
村から支払を受けた施設等利用費の額を
控除して得た額の支払いを受けていな
い。

　施設等利用給付認定保護者から、契
約で定めた利用料の額から、市区町村
から支払を受けた施設等利用費の額を
控除して得た額の支払いを受けている
か。
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評価項　　目 基本的考え方 観　　点 関係法令等 評価事項

(3) １ １ (1) (1) 　領収証を発行していない。 Ｃ

(2) Ｃ

2 １ (1) (1) 　領収証を発行していない。 Ｃ

(2) Ｃ

3 １ (1) (1) Ｃ

(2) Ｂ

4 １ (1) (1) Ｃ

(2) Ｂ

(3) Ｂ

(4) １ (1) (1) Ｃ　利用保護者が偽りその他不正な行為
によって施設等利用費の支給を受け、
又は受けようとしたときに遅滞なく、意見
を付してその旨を区に通知しているか。

施設等利用給付認定
保護者に関する区市
町村への通知

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている施
設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認
定子どもをいう。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者が偽りその他
不正な行為によって施設等利用費の支給を受け、又は受けようとしたときは、
遅滞なく、意見を付してその旨を当該支給に係る区市町村に通知しなければ
ならない。

　利用保護者が偽りその他不正な行為に
よって施設等利用費の支給を受け、又は
受けようとしたときに、直ちに意見を付し
て、その旨を区に通知していない。

　平26府令39第56条第1項の場合において、特定子ども・子育て支援提
供者は、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対し、当該支払
に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該特定子ど
も・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利用費の支給に必要な
事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければな
らない。

　利用料等を支払った利用保護者に対
し、特定子ども・子育て支援を提供した
日及び時間帯、当該特定子ども・子育
て支援の内容、費用の額その他施設等
利用費の支給に必要な事項を記載した
「特定子ども・子育て支援提供証明書」
を交付しているか。

　利用保護者に対して、特定子ども・子育
て支援提供証明書を交付していない。

平26府令39第56条第2
項

平26府令39第58条

　特定子ども・子育て支援提供証明書に
記載すべき事項が不足している。

　特定子ども・子育て支援提供者は、平26府令39第55条の規定による費
用の支払を受ける際、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対
し、領収証を交付しなければならない。この場合において、当該領収証
は、利用料の額と特定費用の額とを区分して記載しなければならない。た
だし、平26府令39第55条第2項に規定する費用の支払のみを受ける場合
は、この限りでない。

領収証及び特定子ど
も・子育て支援提供証
明書の交付

　利用料の額と特定費用の額とを区分
して記載した領収証を発行しているか。

　領収証において、利用料の額と特定費
用の額とを区分して記載していない。

平26府令39第56条第1
項、第57条

　特定子ども・子育て支援提供者は、平26府令39第55条の規定による費
用の支払を受ける際、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対
し、領収証を交付しなければならない。この場合において、当該領収証
は、利用料の額から支援法第30条の11第３項の規定により区市町村から
支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額と特定費用の額とを
区分して記載しなければならない。ただし、平26府令39第55条第2項に規
定する費用の支払のみを受ける場合は、この限りでない。

　利用料の額から区市町村から支払を
受けた施設等利用費の額を控除して得
た額と特定費用の額とを区分して記載
した領収証を発行しているか。 　領収証において、利用料の額から区市

町村から支払を受けた施設等利用費の額
を控除して得た額と特定費用の額とを区
分して記載していない。

平26府令39第56条第1
項

　特定子ども・子育て支援提供証明書の
交付及び施設等利用費の額を通知して
いない。
　特定子ども・子育て支援提供証明書の
交付及び施設等利用費の額の通知が不
十分である。

　支援法第３０条の１１第３項の規定により区市町村から特定子ども・子育
て支援に係る施設等利用費の支払を受ける特定子ども・子育て支援提供
者は、当該市町村及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該支
払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該特定子
ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利用費の支給に必要
な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付し、及び当
該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等利用給付認定保護
者に係る施設等利用費の額を通知しなければならない。ただし、令和４
年４月１日以後、当該特定子ども・子育て支援が、特定子ども・子育て支
援施設等である認定こども園、幼稚園若しくは特別支援学校又は支援法
第７条第１０項第５号に掲げる事業において提供されるものである場合に
は、当該区市町村及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、特定子
ども・子育て支援提供証明書を交付することを要しない。

平26府令39第56条第２
項、第57条、附則（令和4
年3月31日内閣府令第
25号)

　区市町村及び施設等利用給付認定
保護者に対し、特定子ども・子育て支
援を提供した日及び時間帯、当該特定
子ども・子育て支援の内容、費用の額
その他施設等利用費の支給に必要な
事項を記載した「特定子ども・子育て支
援提供証明書」を交付し、施設等利用
費の額を通知しているか。

　特定子ども・子育て支援提供証明書及
び施設等利用費の額の通知の記載内容
が不十分である。
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評価項　　目 基本的考え方 観　　点 関係法令等 評価事項

(5) １ (1) (1) Ｃ

(6) 秘密保持等 １ １ (1) (1) Ｃ

２ １ (1) (1) Ｃ

３ １ (1) (1) Ｃ

(7) 記録の整備 １ １ (1) (1) Ｃ

２ １ (1) (1) 　記録を整備・保存していない。 Ｃ　第54条に規定する特定子ども・子育
て支援の提供の記録及び第58条に規
定する区への通知を、完結の日から5
年間保存しているか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、平26府令39第54条の規定による特
定子ども・子育て支援の提供の記録及び平26府令39第58条の規定によ
る区市町村への通知に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存
しなければならない。

　職員、設備及び会計に関する諸記録
を整備しているか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記
録を整備しておかなければならない。

　職員、設備及び会計に関する諸記録を
整備していない。

平26府令39第61条第2
項

平26府令39第61条第1
項

　特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な理由が
なく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘
密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

　職員であった者が、正当な理由なく、業
務上知り得た利用子ども又はその家族の
秘密を漏らすことがないよう、必要な措置
を講じていない。

　特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・子育て支
援提供者その他の機関に対して、施設等利用給付認定子どもに関する
情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該施設等利用給付認定
子どもに係る施設等利用給付認定保護者の同意を得ておかなければな
らない。

　小学校、他の特定子ども・子育て支援
提供者等に対して、利用子どもに関す
る情報を提供する際には、あらかじめ
文書により当該子どもの保護者の同意
を得ているか。

　小学校、他の特定子ども・子育て支援提
供者等に対して、利用子どもに関する情
報を提供する際に、あらかじめ文書により
当該子どもの保護者の同意を得ていな
い。

平26府令39第60条第2
項

平26府令39第60条第3
項

　職員であった者が、正当な理由なく業
務上知り得た利用子ども又はその家族
の秘密を漏らすことがないよう、必要な
措置を講じているか。

　施設若しくは職員及び管理者が、正当
な理由なく、業務上知り得た利用子ども又
はその家族の秘密を漏らしている。

　施設若しくは職員及び管理者が、正
当な理由なく、業務上知り得た利用子
ども又はその家族の秘密を漏らしてい
ないか。

　特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員及び管
理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子
ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

平26府令39第60条第1
項

平26府令39第59条施設等利用給付認定
子どもを平等に取り扱
う原則

　施設等利用給付認定こどもの国籍、
信条、社会的身分又は費用の負担の
有無によって、差別的取り扱いをしてい
ないか。

　施設等利用給付認定こどもの国籍、信
条、社会的身分又は費用の負担の有無
によって、差別的取り扱いをしている。

　特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信
条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担する
か否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
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